
いつもお世話になっております。
福井市若杉 の

魲(すすき) 智美 です。

曜日 利用空き人数 入浴空き人数

月曜日 7 人 7 人

火曜日 5 人 5 人

水曜日 5 人 5 人

木曜日 5 人 5 人

金曜日 7 人 7 人

土曜日 9 人 6 人

空き情報〈利用定員：３7人〉※令和  6  年 4  月  1  日時点

お問い合わせ

〒918-8055 福井市若杉4丁目1602番地

TEL：0776-33-0708 FAX：0776-33-0709

担当：生活相談員 魲(すすき) 智美・薮下 喜久

 サービス提供時間：8時30分～16時30分

ゴールデンウィーク期間 休業日のお知らせ
平素は格別のお引き立て厚く御礼申し上げます。ゴールデンウィーク期間の休業日

は下記の通りとさせて頂きますので宜しくお願い致します。

ゴールデンウィーク期間の休業日：
令和６年５月３日（金曜日） ～ 令和６年５月５日（日曜日）

※ ４／２９（月）と５／６（月）は営業致します。
・共生型生活介護 と 共生型放課後等デイサービス も

４／２９（月）と５／６（月）は営業致します。



令和６年度介護報酬改定による当事業所の算定予定の加算

令和６年４月より令和６年度の介護報酬が改定されました。そこで、当事業所が
令和６年４月から算定を予定している加算の紹介をしたいと思います。

リハビリデイサービスわかすぎ が令和６年４月より算定(予定)の加算

・個別機能訓練加算Ⅰロ（令和６年４月より単位数変更） ７６単位／日
・個別機能訓練加算Ⅱ                ２０単位／月

・口腔機能向上加算Ⅱ               １６０単位／回 (月２回)

・サービス提供体制強化加算Ⅰ  ２２単位／日

・入浴介助加算Ⅰ  ４０単位／日
・入浴介助加算Ⅱ  ５５単位／日

・ADL維持等加算Ⅱ   ６０単位／月

・口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ   ２０単位／月
・口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ  ５単位／月
※ 6ヵ月に1回算定（当事業所では７月と１月に算定）

・科学的介護推進体制加算                     ４０単位／月

・中重度者ケア体制加算                  ４５単位／日

・認知症加算                  ６０単位／日

・介護職員処遇改善加算Ⅰ   所定単位数の５.９％を加算

・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の１.２％を加算

・介護職員等ベースアップ等支援加算                       所定単位数の１.１%を加算

・通所介護感染症等対応加算(R6.4月まで)        基本報酬単位数の ３.０％を加算

～終わりに～

通所介護は、今後増加が見込まれる認知症高齢者や重度の要介護者を積極的に
受け入れると共に、心身機能向上から生活行為力向上訓練まで総合的に行うこと
により自立した在宅生活を継続するサービスとして期待されています。
リハビリデイサービスわかすぎでも、認知症の利用者様や中重度の利用者様も

積極的に受け入れていますので、今後共宜しくお願い致します。
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